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○個人情報取扱事務登録簿の登録状況○個人情報の開示および行政情報の公開の請求状況

①個人情報の開示請求処理状況(計26件)

②行政情報の公開請求処理状況(計33件)
市
　
　
　
長

請求件数 全部開示 部分開示 取下げ非開示 不存在

26 14 12

※個人情報取扱事務登録簿には、事
務の名称・事務の目的・対象者の範
囲・記録項目・収集先などを記載し
ています。

請求件数 全部公開 部分公開 取下げ非公開 不存在

1933

審査請求

審査請求

　市では従来から、可能な限り情報の公開に努めています。
(プライバシーを侵害したり特定のかたにのみ利益を与えることに
なるような情報を除く)
　このため、公開可能な情報については、条例に基づく公開請求
を待たずに随時、それぞれの担当課で提供を行っています。
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小　　　計

令和４年３月31日現在
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実 施 機 関 件数 実 施 機 関 件数

合　　　　　計

問
合
せ
先　

総
務
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
３
９
４

年
金
振
込
通
知
書

年
金
額
改
定
通
知
書

を
６
月
に
送
付

　

国
民
年
金
・
厚
生
年

金
保
険
・
船
員
保
険
の

１
年
間
の
年
金
支
払
予

定
額
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

た
だ
し
、
郵
便
局
窓

口
に
て
年
金
を
現
金
で

受
取
っ
て
い
る
か
た
に
は
、

６
月
に
「
年
金
額
改
定
通

知
書
」
、
年
金
支
払
月
に

「
年
金
送
金
通
知
書
」
を

送
付
し
ま
す
の
で
、
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　

貝
塚
年
金
事

務
所
☎
０
７
２
・
４
３

１
・
１
１
２
２

　

国
民
年
金

　

付
加
年
金
制
度

　

付
加
年
金
は
、
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者
の
た

め
の
給
付
の
上
乗
せ
制
度

で
す
。
国
民
年
金
保
険
料

に
加
え
て
月
額
４
０
０
円

の
付
加
保
険
料
を
納
付
す

る
と
、
付
加
年
金
と
し
て

１
年
あ
た
り
「
２
０
０
円

×
付
加
保
険
料
を
納
付
し

た
月
数
」
を
老
齢
基
礎
年

金
額
に
上
乗
せ
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
は
、

申
込
ん
だ
月
か
ら
で
す
。

対
象　

国
民
年
金
第
１
号

被
保
険
者(

国
民
年
金
基

金
の
加
入
者
と
国
民
年
金

保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶

予
を
受
け
て
い
る
か
た
を

除
く)

、
65
歳
未
満
の
国

民
年
金
任
意
加
入
被
保
険

者申
込
・
問
合
せ
先　

国
保

年
金
課
☎
０
７
２
・
４
３

３
・
７
２
７
４

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
を
受
け
た
世
帯
の

国
民
健
康
保
険
料
減
免

対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
あ
て

は
ま
る
世
帯

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持

者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤
な
傷
病

を
負
っ
た
世
帯

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
主
た
る
生

計
維
持
者
の
事
業
・
不
動
産
・

山
林
・
給
与
収
入
の
減
少
が
見

込
ま
れ
る
世
帯

要
件　

世
帯
の
主
た
る
生
計
維

持
者
に
つ
い
て
、
次
の
す
べ
て

に
あ
て
は
ま
る
こ
と

①
事
業
収
入
な
ど
の
い
ず
れ
か

の
減
少
額(

保
険
金
、
損
害
賠

償
金
な
ど
に
よ
り
補
塡
さ
れ
る

べ
き
金
額
が
あ
る
と
き
は
当
該

金
額
を
控
除
し
た
後
の
額)
が

前
年
の
当
該
事
業
収
入
な
ど
の

額
の
10
分
の
３
以
上
の
額
で
あ

る
こ
と

②
前
年
の
所
得
の
合
計
額
が
１

０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

③
減
少
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
事
業
収
入
な
ど
に
係
る
所
得

以
外
の
前
年
の
所
得
の
合
計
額

が
４
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ

と対
象
保
険
料　

令
和
４
年
４
月

１
日
～
令
和
５
年
３
月
31
日
に

納
期
限
が
設
定
さ
れ
て
い
る
保

険
料

申
請　

申
請
書
を
郵
送
・
持
参

(

申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
ま
た
は
問
合

せ
先
へ
依
頼)

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
防
止
の
た
め
、
郵
送
で

の
申
請
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の　

減
免
申

請
書
、
収
入
状
況
申
告
書
、
収

入
減
少
が
わ
か
る
書
類
の
写
し

締
切　

令
和
５
年
３
月
31
日

(

金)

申
請
書
配
布
・
申
請
・
問
合
せ

先　

国
保
年
金
課
☎
０
７
２
・

４
３
３
・
７
２
７
１

◆集団健診日程(要申込)

実　施　日

６月12日(日)・14日(火)
７月19日(火)・29日(金)
９月５日(月)
10月19日(水)・31日(月)
11月13日(日)
12月13日(火)
１月16日(月)・30日(月)
２月６日(月)・26日(日)

11月２日(水)

場　所

山手地区
公民館

受付時間：午前９時～11時30分

保健・福祉
合同庁舎

対象　４月１日現在、国民健康保険加入者で、今年度中に40～74歳に
なるかた(受診券を５月に送付しています)
※４月２日以後の加入者は申請により受診できます
受診方法　集団(下表)か個別
(医療機関)健診のいずれかで。
詳しくは、受診券同封の案内
をご覧ください。
費用　無料
内容　身体計測・尿検査・血
圧測定・診察・血液検査など
申込　集団健診：申込先へ、
電話・ファックス・ホーム
ページで。
個別健診：受診
券同封の案内を
ご覧ください。

生活習慣病の早期発見・重症化予防のために

申込・問合せ先
国保年金課☎072－433－7036
Fax072－433－7276

ホームページ

未就学児の国民健康保険料を軽減

　問合せ先　国保年金課☎072－433－7271
　
　子育て世帯への経済的負担を軽減するために、令和４年度国民健康保
険料から、小学校入学前の未就学児に対する均等割保険料を軽減します。
対象　国民健康保険加入の未就学児
軽減率　未就学児に係る均等割分の１／２
申請　不要

※低所得世帯に対する軽減措置(７割・５割・２割軽減)の対象世帯は、
軽減措置後の未就学児の均等割部分について、さらに１／２を軽減しま
す。
※適用軽減割合は、未就学児に対する保険料のみです。

１

保険料額

所得金額

５割軽減
２割軽減

５割軽減
７割軽減

1.5割軽減

2.5割軽減

４割軽減

５割軽減
２割軽減

５割軽減
７割軽減

1.5割軽減

2.5割軽減

４割軽減

多い

高い

【例】７割軽減対象の未就学児の場合
　残りの保険料額(３割)の１／２が軽減(1.5割)となるため、
合計8.5割軽減となります。

従来の
法定軽減

当措置に
よる軽減

まちかどPhoto
かいづか　いぶきヴィレッジ

　白やピンク色のスイレンが見頃
を迎えています。今月午前中の観
賞がおすすめです！


